
宅地耐震化推進事業（防災・安全交付金）はこんなことにも使えます！

① 大規模盛土造成地マップ・液状化ハザードマップの見直しや更新 <基幹事業>

『大規模盛土造成地の変動予測調査等（ソフト対策）』は、以下の内容についても支援可能です。

例：マップ作成時よりも古い地図が見つかったなどの新たな情報や知見が得られた場合に実施

例：マップ作成後において新たな宅地造成が行われた場合等に実施

② 大規模盛土造成地マップ・液状化ハザードマップの周知・普及 <効果促進事業>

例：大規模盛土造成地マップをパンフレットにして個別配布を実施

例：宅地防災に関する専門家の講演や現地確認を含む宅地相談会の実施

大規模盛土造成地マップの更新

③ 盛土の数が多い場合の『新たな考え方のフロー』の実施 <基幹事業>

パンフレットの配布（横浜市） 宅地相談会の開催

新たな考え方のフロー

例：従来のフローを用いた優先度評価後に行う、
新たな考え方フローの実施に必要な経費

例：新たな考え方フローにより、経過観察となった
盛土のその後のパトロール等の委託に要する経費


